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11月 定例会 (1)

開 催 日 時

開 催 場 所

1開   会

2 前回議事録の承認

3 議     題

令和 3年 11月 10日 (水) 9時 30分

県庁行政棟 「教育委員会室」

O第 21号議案

教育委員会事務事業のJ点検・評価等について

〇第 22号議案

長崎県立学校教職員の人事評価に関する規則の下部改正について

O第 23号議案

長崎県市町村立学校教織員の人事評価に関する規則の一部改正について

4 報     告

(1)令和4年度県立学校校長・副校長及び教頭選考第 1次試験の結果について

(2)令和 2年度 「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

の結果について (公立学校)

(総務課)

(高校教育課)

(義務教育課)

(高校教育課)

(児童生徒支援課)





第 21号議案

( 総務課 )

教育委員会事務事業の点検・評価等について

(提案理由)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条に基づき、教育委員会の事務の

管理及び執行の状況について、点検・評価を行おうとするものである。

(内 容)

1.第二期長崎県教育振興基本計画成果指標の達成状況 資料 1 資料2

。「第二期長崎県教育振興基本計画」の令和 2年度の達成状況について

2.令和 2年度教育委員会事務事業の点検・評価 資料 3

。事業群評価対象事務事業の令和 2年度の取組実績について

。指定管理者制度導入施設の途中評価について

(参 考)

・令和 3年度長崎県教育振興会議報告書 資料 4

(その他)

議会への提出及び公表
。11月 定例県議会に報告

・令和 3年 11月 26日 (予定)知事部局の政策評価の公表にあわせて、教育委

員会のホームページ上に掲載し公表
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第 22号議案

(高校教育課 )

長崎県立学校教職員の人事評価に関する規則の一部改正について

(提案理由)

長崎県立学校教職員にかかる新たな人事評価制度を導入するため、長崎県立学校教

職員の人事評価に関する規則 (平成 18年長崎県教育委員会規則第 5号)の二部を改正

するものである。

(内 容)

主な改正内容は、以下のとおりである。

1 人事評価の方法として、「業績評価」及び「能力評価」を行 うものとする。

(第 5条関係)

2 人事評価の結果についてはヽ人材育成に活用するとともに、任用、給与、分限

その他の人事管理の基礎として活用するものとする。 (第 13条関係)

3 被評価者は、人事評価の結果に関する苦情があるときは申し出ることができる

ものとする。 (第 14条関係)

4 その仙の改正は、別紙規則案のとおり。

施行 日 令和 4年 4月 1日

(最終改正年月日 令和 2年 3月 27日 )
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別紙

(規則案)

長崎県立学校教職員の人事評価に関する規貝llの 一部を改正する規則

長崎県立学校教職員の人事評価に関する規則 (平成18年長崎県教育委員会規貝U第 5号)の下部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

(趣旨)

第 1条 略

(人事評価の目的)   ;

第 2条 人事評価は、教職員の能力及び業績を客観的かつ公正に評価することによ

(趣 旨)

第 1条 略

(人事評価の目的)

第 2条 人事評価は、教職員 し

ヽ つ

び

ヽ

三上を目的とする。

(人事評価の対象となる教職員の範囲)

第 3条

い

(人事評価の種類 )

第 4条 人事評価は、定期評価、条件評価及び臨時評価により行 うものとする。

2 定期評価は、毎年度 1回、評価基準日に実施するものとする。

する。

の

実に奮することを目的とする。

(人事評価の対象となる教職員の範囲)

3条 人事評価は、次の各号に掲げる教職員を除く全ての教職員について実施す

る。

(1)

(2)臨時的任用の教職員

(31県教育委員会教育長 (以下「県教育長」という。)が別に定める教職員

(人事評価の種類)

4条 ,,人事評価は、日標管理及び勤務評価により行うものとする。

ヽ

つ

ｌ
ω
Ｉ

教職 員務″除 くぃ

2 「

し、その自己目標の達成に向けて取り組んだ成果等を自己評価するものとする。

改正前改正後

3

を実施するものとする。

つ ヤ`

つ い

の

1

3

|、 の とす る^

つ ヽ



(人事評価の方法)

第 5条 人事評価の方法として、業績評価及び能力評価を行 うものとする。

2 が

い 汚ミ

に評価する。

3

い

(目 標管理の方法)

第 5条 4 1 1 1 3 31

中間申告及び最終申告の申告基準日として自己申告するものとする。

2

― 卜を一次指導助言者に提出するものとする。

3 の つ セヽ

管理シー トに記裁 し、二次指導助言者に提出するものとするn

つ

管理シー トに記裁 し、当該教職 員に返却する辛ゝのとする^

(勤務評価の種類 )

第 6条 勤務評価は、定期評価、条件評価及び臨時評価とする。

し

か

ヽ

教職員の能力を客観的に評価する。

4 人事評価票は、職員の勤務成績を示すものとして、別に定める様式をいう。

(人事評価の対象期間)

第 6条 人事評価の対象 となる期間 (以下「評価期間」という。)は、次の各号

げる評価の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とするぅ

(1)定期評価 毎年 4月 1日 か ら翌年 3月 31日 までの間。ただし、当該評価期間内

において、採用又は昇任を命ぜ られた教職員については、その採用又は昇任の日

から当該年度の3月 31日 までの間

(2)条件評価 条件附採用期間

教職員については、当該年度の定期評価は実施 しない6

の

―
卜
！

２
一

「 ヤ｀

ヽ

3

4

つ

日として実施するものとする。

こつ い

な実流す るヰ、の とす る、

(勤務評価の対象期間)

勤務評価の対象となる期間 (以下「評価対象期間」という。)は、次

に掲げる勤務評価の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1)定期評価 前回の定期評価基準日の翌日から当該定期評価基準日までの間。

だし、当該評価対象期間内において、採用叉は昇任を命ぜられた教職員につい

は、その採用又は昇任の日から当該定期評価基準日までの間

(2)条件評価 条件附採用期間        
｀

ヽ



Ｉ
り
１

(3)臨時評価 必要と認められる期間

(人事評価の実施)

人事評価は、一次評価者及び二次評価者が実施する。

2 -次評価者は、教職員の評価期間における勤務成績の評価を行い、その

3

を人事評価票に記載し、二次評価者に提出するものとする。

二次評価者は、教職員の評価期間における勤務成績の評価を行い、

を人事評価票に記載し、県教育長に提出するものとする。

4

>い う、う につい て、 5段階で評価 狩行 うふの とす る^

(評価者)

価者が行うものとする。

次評価者

略

一次評価者被評価者

(人事評価の結果の開示)

の ついて の

(指導及び助言)                          ・

第10条 県教育長は、人事評価の適正な実施を確保するため、校長その他の評価者

対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

(秘密の保持)

人事評価に関する書類の保存期間は、 5年間とし、校長及び

(3)臨時評価 必要と認められる期間

(勤務評価の方法)

8 勤務評価は、一次評価者及び二次評価者が実施する。

2 -次評価者は、教職員の評価対象期間における勤務成績の評価を行い、そ

結果を勤務評価シー トに記載し、二次評価者に提出するものとする。

3 二次評価者は、教職員の評価対象期間における勤務成績の評価を行い、そ

結果を勤務評価シー トに記載し、県教育長に提出するものとする。

(指導助言者及び評価者)

第 9条 指導助言者及び評価者は、次の表のとおりとする。

(勤務評価シー トの効力)

シ ー の の

る。

2 シ ー シ ー が

その期間は 2年を限 りとす る、

(教育長の指導及び助言)

県教育長は、人事評価の適正な実施を確保するため、校長に対し、

実施その他の必要な指導及び助言を行うものとする。

(秘密の保持)

略

(シー トの保管〕

第13条 自己目標管理シート及び勤務評価シートは、校長及び県教育長が適正に

しなければならない。

19

る。

略

教職員の区分

略

に保管しなければならない。

3



十

|

つ い

し

(苦情等の申出)

第14条

の

なセ竜

略

附 則

この規貝llは、令和4年 4月 1日 から施行するc

略

１
６
１

4



第 23号議案

(義務教育課 )

長崎県市貯村立学校教職員の人事評価に関する規則の一部改正について

(提案理由)

市町村立学校教職員にかかる新たな人事評価制度を導入するため、長崎県市町村立

学校教職員の人事評価に関する規則 .(平成 18年長崎県教育委員会規則第 6号)の一部

を改正するものである。

(内 容)

主な改正内容は、以下のとおりである。

1 人事評価の方法として、「業績評価」及び「能力評価」を行 うものとする。

(第 5条関係)

2 人事評価の結果については、人材育成に活用するとともに、任用、給与、分限

その他の人事管理の基礎として活用するものとする。 (第 14条関係)

3 被評価者は、人事評価の結果に関する苦情があるときは申し出ることができる

ものとする。 (第 15条関係)

4 その他の改正は、別紙規則案のとおり。

施行 日 令和 4年 4月 1日

(最終改正年月日 平成 28年 3月 25日 )
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(規則案)

長崎県市町村立学校教職員の人事評価に関する規則の一部を改正する規則

長崎県市町村立学校教職員の人事評価に関する規則 (平成18年長崎県教育委員会規則第 6号)の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

(趣旨)

第 1条 略

(人事評価の目的)

第 2条 人事評価は、教職員の能力及び業績を客観的かつ公正に評価することによ

り、人材育成を図り、学校組織の活性化に資するとともに、人事管理の基礎とす

ることを目的とする。

(人事評価の対象 となる教職員の範囲)

3条 人事評価の対象 となる者は、別に定める評価基準 日に在職する全ての教職

昌力十る_ナ‐デ Iンド鳳卦苔参昌全勤苔辱 r以下 「県装音岳 I>い う、)が印|に字

める教職員を除く。

(人事評価の種類)

第4粂 人事評価は、定期評価、条件評価及び臨時評価により行うものとする。

2 †期評価 ,■、府丑年慮 1回、評棉基進 日に実流す る幸、の とす る

別紙

(趣 旨)

第 1条 略

(人事評価の目的)

2条 人事評価は、教職員の職務を遂行した実績並びにその職務の遂行上見られ
学_亀 名 エ アド喜 舛 淡 勘  ri｀ :Ff「七h_マ左命 鐘 l b

彰ヽ こつ い デ   >ハ と日日II Iア ‐ ム

る手続きにより適正に評価を行い、人事管理の公正な基礎資料とするとともに、

鈴 直 昌
^△

唐 争 ■■埜 ぉ 由 卜必 Mh 学 お 歌日爆 歩 涯 rナとル k ス ト >}r よって ■ 体せ

教育の充実に資することを目的とする。

(人事評価の対象となる教職員の範囲)

第 3条 人事評価は、次の各号に掲げる教職員を除く全ての教職員について実施す

る。                              ヽ

の 5 1

定する教職員を除く。)

(2)臨時的任用の教職員

(3)県教育委員会教育長 (以下「県毅育長 1と いうn)が別に定める教職員

ス  ヽ ,

卜
∞
，

1

(人事評価の種類 )

4条 人事評価は、目標管理及び動務評価により行 うものとする。

日標管理は、教職員が自らの職務上の目標 (以下 「自己目標Jと いう。)を設2

3

定し、その自己目標の達成に向けて取り組んだ成果等を自己評価するものとす

る。                 ・

3 勤務評価は、評価者が教職員の職務を観察し、その勤務成績について評価を行 う

1、 のとする^

改正前改正後

する。

つ と の
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4 臨時評価は、市町村教育委員会が特に必要があると認める教職員について、随

時これを実施するものとする。 .

(人事評価の方法)

第 5条 入 E笠劃匠痛 十 澁 >1ィ  堂 鰭 豆 稲 幕 ぶ 能 ザ■証 稲 歩′′ィ 為ム >十 ム _の の

2

い

に評価する。

3

い

教職員の能力を客観的に評価する。

4 人事評価票は、職員の勤務成績を示すものとして、別に定める様式をいう。

(人事評価の対象期間)

第6条 人事評価の対象となる期間 (以下「評価期間」という。)は、次の各号に

げる評価の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(目 標管理の方法 )

5条 教職員は、毎年度、4月 1日 、10月 1日 及び 3月 31日 を、それぞれ当初申

告、中間申告及び最終申告の申告基準日として自己申告するものとする。

2

― 卜を一次指導助言者に提出するものとする。

3 -次指導助言者は、教職員の自己申告について、指導、助言及び評価を自己目

標管理シー トに記載 し、二次指導助言者に提出するものとする。

4 二次指導助言者は、教職員の自己申告について、指導、助言及び評価を自己目

標管理シー トに記載し、当該教職員に返却するものとする。

(勤務評価の種類 )

し

１
０
１

の

る。

「 ヽ

う、)と して実施す るヰぅの とす るぃただ し、定期評価基準 日において条件附採 用

期間中の教職員については、当該年度の定期評価は実施しないn

3 条件評価は、条件附採用期間中の教職員について、条件附採用期間の末日を基

拳 日として実流す る幸、の ≧す るぃ

4 臨時評価は、市町村教育委員会が特に必要があると認める教職員について、随

時これを実施するものとする。

(勤務評価の対象期間)

7 塑透評価の対象となる期間 (以下「評価対象期間」という。)は、
に掲げる勤務評価の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1)定期評価 前回の定期評価基準日の翌日から当該定期評価基準日までの間。た(1)定期評価 毎年 4月 1日 から翌年 3月 31日 までの間。ただし、当該評価期間内

2/4



Ｉ
Ｐ
０
１

において、採用又は昇任を命ぜられた教職員については、その採用又は昇任の日

から当該年度の3月 31日 までの問

(2)条件評価 条件附採用期間

(3)臨時評価 必要と認められる期間

(人事評価の実施)

第 7条 人事評価は、一次評価者及び二次評価者が実施する。

2 -次評価者は、教職員の評価期間における勤務成績の評価を行い、その評価結

果を人事評価票に記載し、二次評価者に長出するものとする。

3 二次評価者は、教職員の評価期間における勤務成績の評価を行い、そ

を人事評価票に記載し、市町村教育委員会教育長 (以下「市町村教育長」とい

う。)に提出するものとする。

上 一次評価者及び二次評価者は、それぞれの評価を受ける教職員 〔以下「被評価

者 |と いうハ)について、5段階で評価を行うヰ、のとする^

(評価者)

第 8条

価者が行 うものとする。

二久評価者

略

一次評価者被評価者

2 校長の一次評価者で、市町村教育委員会において教職員人事所管課長等に相当

する職がなく市町村教育長が指定できない場合は、一次評価を省略することがで

きる。

3 副校長又は教頭の二次評価者で、市町村教育委員会において教職員人

等に相当する職がなく市町村教育長が指定できない場合は、二次評価者

育長とする。

4 栄養教諭及び学校栄養職員の内で共同調理場に勤務する者については、

者を、共同調理場長、副校長又は教頭の内で市町村教育長が指定する者とする。

だし、当該評価対象期間内において、わ

は、その採用又は昇任の日から当麹

(2)条件評価 条件附採用期間

(3)臨時評価 必要と認められる期間                     |

(勤務評価の方法)                            |

塑透評価は、一次評価者及び二次評価者が実施する。

2 -次評価者は、教職員の評価対象期間における勤務成績の評価を行い、その評

価結果を勤務評価シー トに記載し、 次評価者に提出するものと

3 二次評価者は、教職員の評価対象期間における勤務成績の評価

結果を勤務評価シー トに記載し、市町村教育委員会教育長 (以下

という。)に提出するものとする。

(指導助言者及び評価者 )

9 指導助言者及び評価者は、次の表のとおりとする。
|

2 校長の一次指導助言者及び一次評価者で、市町村教育委員会において教職員人

事所管課長等に相当する職がなく市町村教育長が指定できない場合は、一次指導

助言及び下次評価を省略することができる。

3 副校長又は教頭の二次指導助言者及び二次評価者で、市町村教育委員会におい

て教職員人事所管課長等に相当する職がなく市町村教育長が指定できない場合

は、二次指導助言者及び二次評価者は市町村教育長とする。

4 栄養教諭及び学校栄養職員の内で共同調理場に勤務する者については、一次指導|

助言者及び一次評価者を、共同調理場長又は教頭の内で市町村教育長が指定する者

とする。

(勤務評価シー トの効力)

び教職 員の区今

略

(人事評価結果の開示)
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9 被評価者の人事評価の結果については、当該被評価者に開示するものとす 1

る。

(指導及び助言)

市町村教育長は、人事評価の適正な実施を確保するため、

者に対し、必要な指導及び助言を行 うものとする。

2略

(人事評価の報告)

第11条 市町村教育委員会は、県教育委員会に人事評価の結果を報告するものとす

る。  .

(秘密の保持)

2条 略

(書類の保存 )

13久木 人箪 価 に ス≧ 類 のイ早た 朗 闇 と、子 5 仁 闇 > し 4言下 に保管しなければな

らない。

(評価結果の活用)

第14条 入章 評 柿 ♂う結 早 と
「

とす 雄 評 柿 考 の 人材 苔 Fけ F繕縮 的 に活 田十 る >>ついて

もに、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情等の申出)

被評価者は、人事評価の結果に関する苦情等があるときは、当該被評価者

が所属する学校を所管する教育委員会が別に定めるところにより、苦情等を申し

出ることができる 1、 のとする^

2

けない。

7 略

附 則

この規貝1は、令和 4年 4月 1日 から施行する。

シ ー の の

ると

2 勤務評価シー トは、新たに勤務評価シー トが作成されるまでの間、当該評価対

象期間に引き続く期間におけるその教職員の勤務成績を示すものとみなす。ただ

し、その期間は2年を限りとする6

(教育長の指導及び助言)

市町村教育長は、人事評価の適正な実施を確保するため、校長に対し、三

評価の実施その他の必要な指導及び助言を行うものとする。

2略

(秘密の保持)

12条 略

第13条 自己目標管理シー ト及び勤務評価シー トは、校長、市町村教育長及び県教

育長が適正に保管しなければならない。

4/4
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件  名 令和 4年度県立学校校長 日副検長及び教頭選考第 1次試験の結果について

1 選考第 1次試験日程等

(1)方 法  課題論文

(2)期  日  令和 3年 9月 16日 (木)までに提出

2 選考第 1次試験結果
(単位 二人)

( )は 女性の数で内数

3 過去3ヵ 年の 1次試験の受験者と合格者の状況
(単位 :人)

( )内 は女性 で内数

4 結果通知

所属長・本人あて 令和 3年 11月 10日 (水 )

5 選考第 2次試験 日程等

(1)方 法  面 接

(2)期  日

① 校長・副校長
令和 3年 12月 15日 (水 )、 16日 (本 )、 17日 (金)

② 教頭

令不日3年 12月 20日 (月 )、 21日 (火 )、 22日 (水 )

区   分 校長 1副校長 教 頭

受 験 者 31(7) 46(7)

1次合格者 25 (6) 37(6)

倍   率 1.2倍 1.2倍

校長・副校長 教 頭
年度

受験者 合格者 受験者 合格者

31 46(5) 28(5)

R2 45(2) 36(2) 63(8) 45(7)

R3 33(2) 29(2) 62(9) 49(7)

報 告 事 項 (1)
高 校 教 育 課
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報 告 事 項 (2)
●

児童生徒支援課

令和 2年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果に
ついて (公立学校 )

このことについて、本県の状況をお知らせ します。
本資料は、文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の調査票情報を

利用して独自に集計したものです。
なお、数値については、国立、私立学校を除いだ公立学校のみの数値です。 (*2(4)の いじめ防止姑策推

進法第 28条第 1項に規定する「重大事態」の発生件数については、国公私立・小 。中・高・特別支援学校合

計の値です。 )

1 暴力行為について

(1)「暴力行為」とは、「自校の児童生徒が起こした暴力行為」で、 「対教師暴力」、「生徒間暴力」、
「姑人暴力」 (対教師、生徒間を除く)、 「器物損壊」の四形態をい う。

(2) 件 )

の

O全国では、令和元年度 と比べ全体で 10, 641件 減少 している。

O本県では、令和元年度 と比べ小学校が 104件 増加、中学校が 18件減少、高等学校が 19件減少で、

全体では67件増加 した。

O暴力行為の 1, 000人 あたりの発生件数は、本県は4.O件 であった。

(3)形態別件数

蟄 1魔 高等学 1交′Jヽ

長 崎 全 国 長 隔 全 国 長 崎 全 国 長 崎全 国

2た,,06Z

(9。 3)

208

(6.1)

4,945

(2.2)

57

(2.2)

68,917

(5.9)

436

(3.4)
H30

35,910
(5.7)

171

(2.4)
245

(7.3)

4,564
(2.1)

４

７

74,232

(6.5)

439

(3.4)
Rラ七

42,548
(6.8)

150

(2.2)

27,120
(9.1)

254
(3.7)

20,509
(6.9)

227
(6.8)

Z,7υ 0

(1,3)

２

０

63,591

(5,6)

506

(4.0)
R2

40,292
(6.5)

F暴力 生徒 呂1暴力 対 人 暴 刀 器物損壊 ユ
Ｆ対 叡 W

長 崎長 崎 全 国 長 崎 全 国 長 崎 全 国 長 崎 全 国全 国

36 26,034 119 460 2 4,057 14 35,910 171H30 5,359

102 294 0 4,606 10 42,548 150R万こ 6,445 38 31,203

40,292 254101 29,881 129 531 3 3,990 21R2 5,890

1暴力 生徒 日暴 ノ」 対 人 恭 刀 器物損壊珂 蓼 H
長 崎長 崎 全 国 長 崎 全 国 長 崎 全 国 長 崎 全 国＼ 全 国

19,099 138 585 1 5,153 40 28,062 208H30 3,225 29

170 566 6 5,281 53 27,120 245Rラ毛 2,875 16 18,398

22722 131874 154 398 7 3,816 44 20,509R2 2,421

!暴力 対 人 恭 刀 器物損壊対教割

全 国 長 崎長 崎 全 国 長 崎 全 国 長 崎 全 目 長 崎＼ 全 国

575 3,148 32 157 5 1,263 15 4,945H30 377

2,854 26 158 2 1,242 10 4,564 44Rラ電 310 6

0 803 2 2,790 25210 3 1,691 20 86R2
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2 いしめについて
(1)「いじめ」とは、児童生徒に姑して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一

定の人的関係にある他の児童生徒が行 う心理的又は物理的な影響を与える行為 (イ ンターネントを通じ
て行われるものを含む。)であつて、当該行為の対象となった児童生徒が,い身の苦痛を感 じているも
のをいう。

(2)

O全国では、令和元年度と比べ全体で91, 227件 減少している。

○本県では、小学校が422件 減少、中学校が 132件減少、高等学校が 58件減少、特別支援学校
が 18件減少で、全体で 630件 減少している。

O児童生徒 1, 000人あたりのいじめの認知件数は、本県は 16.0件 (前年度20.6件)である。
なお、本県の校種別では(刻 学ヽ校は21.4件 (同 27.3件 )、 中学校は 14.5件 (同 18.3件 )、

高等学校は3.3件 (同 5,4件 )、 特別支援学校は 1.2件 (同 25.5件)である。

(3)ヤ ヽ

(4)い じめ防上姑策推進法第 28条第 1項に規定する「重大事態」の発生件数

(国公私立・小・ ・高・特別支援学校合計) (単位 :件 )

O法第 28条第 1項第 1号に規定する「重大事態」は、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生

命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、同項第 2号に規定する「重大
事態」は、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ
ている疑いがあると認めるとき」である。

:学校 計′J｀
~子

硬 中 学 校 高 母

全 国 長 崎 全 国 長 崎 全 国 長 崎

年
度 校 種

全 国 長 崎 全 国 長 崎

13,134 115 2,570 530,741 3,213421,116 2,459 93,921 636
a 447,622 2,844解消件数 356,653 2,143 77,769 599 11,139 99 2,061

100,l 84,31` 88.5,l

Ｈ

３０
解消率 84.7,` 87.1% 82.8% 94.2,l 84.8% 86.1,6 80.2

13,918 140 2,963 20 599,066 2,668479,447 1,893 102,738 615

2C 498,356 2,486解消件勢 400,440 1,748 83,841 581 11,694 137 2,381

84,0, 97.9, 80.4 100,l 83,21` 93.2,l

Ｒ

元
解 消 率 83.511 92.311 81.6% 94.5,

10,238 82 Z,203 Z 507,839 2,038416,861 1,471 78,537 483

2 392,868 1,344解消件弥 322,677 1,336 60,361 433 8,119 73 1,711

89,09 77.7, 100,l 77.41` 90,5,l

Ｒ

２

解 消 率 77.4,l 90。 8,l 76.9,` 89.691 79.3,

工 稜 甲 工 稜 :冒i名 宰 ′硬 特 拷幡 稜 字 4更′J｀
岳 附 ↑ Iヨ 岳 崎 令  Iコ 長 崎

態  様
全 国 長 崎 全 国 長 崎 全 国

1,126

(41.0)

2

(66.7)

298,432

(47.8)

1,320

(50,7)

冷やかしやからか
い、悪口や脅し文
句、嫌なことを言
われる。

241,457

(46.9)

924

(48.3)

49,634

(52.9)

348

(59,6)

6,215

(48.2)

46

(45,1)

1,546

(12.0)

16

(15.7)

177

(6.5)

0

(0.0)

66,183

(10.6)

252

(9,7)

仲間はずれ、集団
による無視をされ
る。

56,256

(10.9)

187

(9.8)

8,204

(8.7)

49

(8.4)

100,245

(19.5)

370

(19,3)

10,842

(11.5)

52

(8.9)

818

(6.3)

6

(5,9)

511

(18.6)

0

(0.0)

112,416

(18.0)

428

(16.4)

軽くぶつかられた
り、遊ぶふりをし
て叩かれたり、蹴
られたりする。

29,083

(4.7)

158

(6.1)

ひどくぶつかられ
たり、叩かれた
り、蹴られたりす
る。

24,996

(4,9)

132

(6.9)

3,613

(3.8)

24

(4,1)

312

(2.4)

2

(2.0)

162

(5,9)

0

(0.0)

30

(1.1)

0

(0,0)

41940

(0.R)

24

(0.9)

後品をたかられ
る。

3,919

(0,8)

20

(1.0)

792

(0,8)

2

(0.3)

199

(1.5)

2

(2.0)

31

(5,3)

474

(3.7)

3

(2.9)

108

(3.9)

0

(0.0)

26,138

(4.2)

116

(4.5)

金れを隠された
り、盗まれたり、
壊されたり、捨て
られたりする。

21,654

(4.2)

82

(4,3)

3,902

(4.2)

38,169

(7.4)

78

(3.8)

5,794

(6.2)

24

(4.1)

635

(4,9)

4

(3.9)

266

(9,7)

0

(0.0)

44,864

(7.2)

101

(3.9)

嫌なことや恥ずかし
いこと、危険なこと
をされたり、させら
れたりするu

17,942

(2.9)

69

(2.7)

パソコンや携帯電
話等で、誹謗中傷
や嫌なことをされ
る。

7,325

(1.4)

18

(0,9)

8,362

(8,9)

39

(6.7)

2,054

(15,9)

11

(10.8)

201

(7.3)

1

(33.3)

2,739

(2,9)

15

(2.6)

649

(5,0)

12

(11.8)

163

(5,9)

0

(0.0)

23,976

(3,8)

135

(5.2)
その他

20,425

(4.0)

108

(5,6)

＼
法第28条第1項第1号に規定
する「重大事態」発生件数

法第28条第1項第2号に規定す
る「重大事態」発生件数

「重大事態」が発生し
た学校数

「重大事態」
発生件数

3 2 2R2 3
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3 長期欠席について

(1)「長期欠席者」とは、病気、経済的理由、不登校、新型コロナウイルスの感染回避、その他の理由によ

り、年間30日 以上欠席 した者をい う。

(2)

( )内の数字は、全児童生徒数に紺する割合 (%)

○全児童生徒に対する長期欠席児童生徒数の割合は、全国は 3.0%、 本県は 2,4,%であつた。

4 不登校について

(1)「不登校」とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により児童生徒が登

校しない、あるいは、したくてもできない状況にあること (た だし、病気や経済的理由、新型コロナ

ウイルスの感染回避、その他の理由によるものを除く)をいい、本調査では、年間30日 以上欠席し

た者をいう。

(2 生

○全国では、令和元年度と比べ全体で9, 544人増加し、全児童生徒数に占める割合は0,l pt
増の2.0%で あつた。

①本県では、令和元年度と比べ全体で116人増加し、全児童生徒数に占める割合は0.l pt増の

1,8%で あつた。

(3) る のを一つ選択)

(100.0)

中 1 硬 局等 字 薇 計ノlヽ  どうと 校
長  崎長  崎 全  国 長  崎 全  国 長  崎 全  国全  国

60Z
(0.9)

14も ,440
(4.9)

1,3rも

(4.0)

60,045
(2.7)

445 291,741

(2.5)

2,425

(1.9)
H30

83,256
(1.3)

155,224
(5.2)

1,547
(4.0)

57,008
(2,7) (1

５

８

４

　

・

304,448

(2,7)

2,613

(2.0)
Rラ電

92,216
(1.5)

614

(0,9)
2,985
(2.4)

777
(1.1)

166,241
(5.6)

1,6bイ

(5,0)

60,1ヽテυ

(2.9)

551

(2.4)

338,736
(3.0)

R2
112,305

(1.8)

:学校 計玄 硬 中  学  校 Fttξ′Jヽ

長  崎 全  国 長  崎長  崎 全  国 長  崎 全  国全  国

198,473
(1,7)

1,913

(1.5)

416

(0.6)

114,379

(3.8)

1,140

(3,3)

39,623
(1.8)

357

(1.4)
H30

44,471

(0.7)
122,519

(4.1)

1,335
(4.0)

37,692
(1,8)

373

(1.5)

213,116
(1.9)

2,163

(1.7)
R元

52,905
(0,8)

455

(0,7)
222,660

(2.0)

2,279
(1.8)

536
(0.8)

127,671
(4.3)

1,373

(4.1)

32,127
(1.5)

370

(1.6)
R2

62,862
(1.0)

甲 ギ生
15こ 局 等 写 硬 計小学校

全  国 全  国 全  国 長崎県区 分
全  国 長崎県

206
(0.2) (0。

0

0)

36

(0.1) (0

405

(0.2) (0。
い じめ

163

(0.3)

1

(0,2)
22,872
(10.3)

280
(12.3)

4,203
(6.7)

46

(8.6)

16,023

(12,6)

203

(14.8)

2,646

(8。 2)

31

(8.4)

いじめを除く友人
関係をめぐる問題

15

(1,1)

147

(0.5)

6

(1.6)

2,515

(1.1)

33

(1.4)

1,171

(1.9)

12

(2.2)

1,197

(0,9)
教職員 との関係を
めぐる問題

15

(2.8)

8,185
(6。 4)

76

(5。 5)

1,952

(6.1)

17

(4.6)

12,157

(5,5)

108

(4.7)
学業の不振

2,020

(3.2)
38

(10。 3)

2,983
(1.3)

49
(2.2)

149

(0。 2)

2

(0,4)

８

＞

９

０

２

　

・

9

(0,7)

1,536

(4.8)
進路に係る不安

(0.

７

チ

199

(0.6)

4

(1。 1)

946

(0.4)

11

(0.5)

11

(0,0)

0

(0,0)

736

(0.6)

クラブ活動,都活
動等への不適応

1,039
(0.8)

25

(1.8)

220

(0,7)

召

(1.1)

1,710

(0,8)

30

(1。 3)
学校のきまり等を
めぐる問題

451

(0,7)

1

(0,2)
２

う

５

８

2,937
(9.1)

32

(8,6)

9,037
(4.1)

95

(4.2)
入学,転編入学 ,

進級時の不適応

1,106
(1.8) (2

4,994
(3.9)

4Z
(3.1)

670

(2.1)

ｂ

，

Ｚ

８

Ｚ

　

・

，

２

６

で

６

＞６

64

(2.8)

2,388

(3.8)

16

(3.0)

3,167

(2.5)
家庭
急激

の生活環境の

な変化
95

(17,7)

7,822
(6.1)

83

(6.0)

1,050

(3.3) 徹ぢⅦ
18,053

(8,1)

199

(8.7)親子の関わり方
9,181

(14.6)
24

(1.7) (1

４

Ｊ

４

７

５

　

ｏ

3,894
1.

40

(1.8)

1,016
(1.6) (1.3)

7 2,334
(1.8)

家庭内の不和

14,126
(11,1)

ZZ6
(16.5)

5,30Z

(16.5) 12. 5.8)
8,816

(14.0)

98

(18。 3)

生活 ヅズムの乱
れ、あそび、非行

12,082
(37.6) (391が‖

101,833
(45,7)

851
(37.3)

29,153
(46.4)

177

(33.0)

60,598
(47.5)

529

(38.5)
無気力、不安

55
(10.3)

5,946
(4.7)

走〕Z

(6.0)

Z,806
(8。 7) 溺 Ⅶ

ll,イをJ6

(5,3)
上記に該当なし

3,034

(4.8)

(100.0)
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5 中途退学 (公立高等学校)について
(1)「中途退学」とは、年度の途中に校長の許可を受け、又は懲戒処分を受けて退学した者等をいい、転

学者及び学校教育法施行規則の規定 (いわゆる飛び入学)により大学へ進学した者は含まない。

(2)

( )内の数字は全生徒数に対する割合 (%)

O全国では、令和元年度 と比べてすべての課程において減少してお り、全体で4, 755人減少して
Vヽ る。            ・

O本県では、令和元年度 と比べて全 日制で 3名増加、定時制 18名、通信制 4名 と減少 してお り、全体で
は 19人減少、全生徒数に占める割合は 0。 l pt減のO.8%で あった。

(3) の

定  時  制 通 制 計
年 度

全  国 長 崎 全  国 I 長  崎 全  国 長r崎 全  国 長  崎

H30 17,263
(0.8)

235

(0。 9)

Ｕ

ｊ

６

３

６

　

・

，
９

66

(9。 4)

3,582
(6.4)

23

(1.9)

28,513
(1.3)

324
(1.2)

Rテこ
15,063
(0.7)

143

(0.6) |

64

(10,0)

6,710

(3.5)

3,Zbb

(5.8)

17

(1.5)

25,03tJ

(1.1)

224
(0,9)

R2
ll,7b4

(0.6)

146

(0。 6) ;,:〔争|

46

(7.3)

1
３

て

３

う

０

６

13

(1.2) 0)

20,283 ZUb

(0.8)

課  程 全 日 制 定 時 制 通 信 制 計

理 由
Ｒ

一万

Ｒ

２

割合
(%)

Ｒ

一死

Ｒ

２

割合
(%)

Ｒ
元

Ｒ

２

割 合

(%)
Ｒ

元

Ｒ

２

割合
(°/。 )

学業不振 3 2 (1.4) 0 1 (2.2) 0 0 (0.0) 3 3 (1.5)

学校生活・学業不適応 49 20 (13.7) 21 15 (32.6) 0 1 (7.7) 70 36 (17.6)

別の高校への入
学を希望

29 32 (21.9) 10 8 (17.4) 3 3 42 43 (21.0)

専修・各種学校ヘ
の入学を希望

2 4 (2,7) 1 1 (2.2) 1 0 (0.0) 4 5 (2.4)

就職を希望 19 33 (22.6) 23 14 (30,4) 7 8 (61,3) 49 55 (26.8)

高卒程度認定試
験受験を希望

4 15 (10,3) 1 0 (0.0) 1 0 (0.0) 6 15 (7.3)

その他 5 13 (8.9) 1 1 (2.2) 2 1 (7.7) 8 15 (7.3)

進

路

変

更

′lヽ 計 59 97 (66.4) 86 24 (52.2) 14 12 (92.3) 109 133 (64,9)

病気・けが・死亡 5 11 (7.5) 3 0 (0.0) 0 0 (0.0) 8 11 (5.4)

l竪済的理由 1 O (0.0) 0 と (2.ツ ) 0 0 (0.0) 1 1 (0.5)

‡庭の事情 5 (3.1) 3 3 (615) 0 0 (010) 12 B (3.9)

問題行動等 12 4 (2,7) 0 2 (4.3) 0 0 (0.0) 12 6 (2,9)

その他 5 7 (4.8) 1 0 (0.0) 3 0 (0.0) 9 7 (3.4)

計 143 146 (100) 64 46 (100) 17 13 (100) 224 205 (100)
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令禾□3年 11月 10日

児 童 生 徒 支 援 課

「令和2年度児童生徒の問題行動・不登機等生徒指導上の

諸B課題に関する調査」の結果について(公立学校 )

1 暴力行為

【|と買向】

O発生件数について、本県では、前年度と比べて小学校におしヽて大幅に増加、中・高校

では減少。

O本県の形態別件数では、小学校の「対教師暴力」「生徒間暴力」「対人暴力」「器物損

壊」のすべてにおいて前年度と比べて増加。

【背景・要因】   :
○周りの児童と人間関係を構築できす集団生活になじめなしヽ、感I情を抑えられすⅢ者えや

気持ちを言葉でうまく表現できないなど、対人コミュニケーションカの不足から暴カ

行為につながる事案が小学校において増えている。

O「対教師暴力」の件数増加については、特定の一部児童が暴力行為を繰り返し起こし

ていることや教職員が軽微な暴力 (つねる等)を積極的に認知し、早期解消に努めて

いることも、件数の増加につながつている。

【対策】

O学校t保護者、関係機関との連携を図り、教育相談体制の充実を図るとともに、教職

員が一体となつて、未然『′百止と早期発見・ 早期対癌の取組を推進する。

O規範意識を育てる「道徳教育」の充実を図る。

O各種教員研修において、生徒指導と教育相談や特別支援教育を関連させた内容にする

などの工夫改善を行い、教員の一層の資質向上を図る。

①小学校における生徒指導体制の確立を図るため、小学校の生活指導主任を対象とし

た研修を実施する。

2 いじめ
□いじめの発生件数と態様

【傾向】

O認矢□件数について、本県では、前年度と比べて小・ 中・ 高・特別支援学校で減少して

いる。

【態様】

O全ての校種において「冷やかしやからかい、悪□や脅し文匂、嫌なことを言われる」

が最も多い。

O友いで、Jヽ・中学校では「軽くdつかられたり、遊d心りをして叩かれたり、蹴ら

れたりする」が多く、高校では「仲間はす`れ、集団による無視をされる」が多い。

【背景・ 要因】

O学校におけるいじめの未然[′盲止の取組を始めとして、これまで以上に児童生徒に目を

配り指導・支援してきたこと等により、いじめの認知件数が減少したと考えられる。

O新型コロナウイルス感染症拡大の影響による差別や偏見が起きないよう学校におい

て正しい知識や理解を促したことも減少の要因のひとつであると考える。
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【対策】

○学校におけるSCOSSWを 活用した教育相談体制の充実を図るとともに、「24時
間子供SOSダイヤル」「メール相談窓□」「SNS相談スクールネット@伝えんば

長崎」等の相談窓□について継続的な普及・啓発活動に努め、早期対応・解消につ

なげる。

O各市町の特長的な取組を県が主催する「生徒指導推進協議会」等で共有し、他市町に

おける取組の参者としながら県全体のいじめ[′百止対策の充実を図る。

□重大事態の発生件数

【傾向】

O重大事態の発生件数については、国が◆年度より公表。県内3校 3件のうち第 1号
の重大事態が2件、第2号の重大事態が2件。

【背景】

○いじめを認知した際の連絡体制や管理職を中,いとした組織的対応を含め、生徒や保護

者に寄り添つた丁寧な対応が十分になされておらす、生徒の心身に重大な事態が生じ

た。また、それらの対応が、保護者の学校に対する不信感へとつながつた。

【対策】

○各種研修会 (校長会、生徒指導部会等)において、いじめの認知や管理職への報告・

連絡・相談を含む確実な1情報共有、迅速かつ丁寧な組織的対応について周知を図り、

危機管理の意識を高める。

3 不登校

【傾向】

O不登校児童生徒数について、本県では前年度と比べて小・中学校で増加、高校で減少

している。

O小・中学校の不登校児童生徒数は、過去最多である。

【背景・要因】

O不登校になる要因は様′マで、複雑に絡み合つているケースが多い。主たる要因として

全校種で「無気力、不安」など本人にかかる宇Bのが名つと宇〕多しヽり次し`でヽ‖ヽ・中学

校では「生活リズムの舌しれ、あそび、非行よ 高校では「進路に係る不安」が多い。
○学年が上がるにつれ、不登校児童の学校復帰が難しくなつていることや」ヽ学校と中学

校の生活スタイルの違いなど環境が大きく変化すること、また、思春期特有の
'い

の変

化や学業不振、進路選択不安、集団不適応等も者えられる。
Oコロす禍を含めた生活環境の変化による生活リズムの乱れや集団不適応などの状況が

生したと者えるυ
O親子の関わり方や家庭の養育能力の低下など家庭環境も要因として者えられる。

【対策】
O不登校児童生徒支援の充実を図るため、SCesSWの 派遣を含めた各市町の教育支
,援センターとの連携を図りながら、丁寧な対慮を推進する。
OSCやSSWが講師となり、教員や保護者を対象に「不登校児童生徒への関わり方」

「保護者の子育てに関する意識の向上」等を目的とした研修の実施を働きかける。
O県教育委員会として「不登校支援協議会 (仮 )」 を設置し、県内の不登校に関する課

題の分析や具体的支援を推進する。
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4 中途退学

【傾向】

O退学者数は平成25年度から平成29年度まで減少傾向。平成30年度に増加に転じ

るも2年続けて減少した。

O前年度と比べ全日制の退学者数が3名増加、定時制と通信制の退学者数が減少してい

る。

O課程別にみると、全日制と通信制では「就職を希望」が最も多く、定時制では「学

校生活・学業不適応」が最も多かった。

【背景・ 要因】

O生徒個′マの状況に応じた支援により、学校生活への不適応者が減少していると考え

られる。

O退学者の半数以上が、「進路変更」によって積極的に環境を変えていこうとしてい

る。

O目的意識や学習意欲が不十分であること、また、人間関係を構築する力が十分に身

についていない生徒が一定数いると考える。

【対策】

OSCや SSWなどを積極的に活用したり、関係機関との連携を密に図つたりしなが

ら、校内での個′マの生徒の支援体制を一層充実させる。

O平成30年度から「中途退学者の1情報を支援機関に引き継ぐしくみ」を導入し、本人

及び保護者の同意を得た上で、高等学校・特別支援学校から、地域若者ステーシヨ

ン、ハロニワーク等の相談・支援機関に1情報を提供し、切れ目のない支援を行う。
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